
富士河口湖町特定事業主行動計画の実施状況及び 

女性の職業選択に資する情報の公表について 

（令和６年６月） 

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）第１９条

第６項及び第２１条の規定に基づき、富士河口湖町における特定事業主行動計画の実施状

況及び女性の職業選択に資する情報について、次のとおり公表します。 

 

１ 採用した職員に占める女性職員の割合 ＜数値目標：４０％以上＞ 

 男 女 計 女性割合 

令和 5年 4月 1日採用 ５ ５ １０ ５０．０％ 

令和 6年 4月 1日採用 ５ ６ １１ ５４．５％ 

女性採用比率は令和 4 年度からの平均が 49.1％となっており、数値目標を上回っていま

す。今後も人物本位の選考により、意欲と能力のある有為な女性の採用に努めます。 

 

２ 採用試験受験者の女性割合 

 男 女 計 女性割合 

令和４年度 

（令和 5年 4月 1日採用） 
１６ １４ ３０ ４６．７％ 

令和５年度 

（令和 6年 4月 1日採用） 
１８ １９ ３７ ５１．４％ 

 

３ 役職段階の女性割合 

＜数値目標：一般行政職の女性管理職（課長）比率１０％以上＞ 

区 分 課長 課長補佐 係長 

男 女 男 女 男 女 

令和 5年度 １７ ２ ７ ６ ２５ ５ 

女性割合 １０．５％ ４６．２％ １６．７％ 

令和 6年度 １７ ２ ５ ５ ２３ ９ 

女性割合 １０．５％ ５０．０％ ２８．１％ 

一般行政職の女性管理職比率は平均が 10.5％となっており、数値目標を上回っています。 

今後も適材適所の人事配置に努めるとともに、女性職員の職域の拡大と幅広い職務を経験

できるように配慮し、女性リーダーのキャリアアップを支援していきます。 

 

 

 



４ 男性職員の育児関係休暇の取得状況 

 配偶者出産休暇 ＜数値目標：６０％＞ 

年度 取得対象者 取得者 取得率 

令和４年度 ４ ４ １００．０％ 

令和５年度 ７ ６   ８５．７％ 

 

男性職員の育児参加休暇 ＜数値目標：１０％＞ 

年度 取得対象者 取得者 取得率 

令和４年度 ４ ３ ７５．０％ 

令和５年度 ７ ６ ８５．７％ 

男性職員の育児関係休暇については、取得対象者及び所属長へ休暇制度の周知を図る等、

休暇を取得しやすい環境の整備に努めております。今後も更なる取得率の増加に向け、よ

り一層取得の推進を図っていきます。 

 

５ 育児休業の取得率 ＜数値目標：男性 １０％ 女性 １００％＞ 

 男性 女性 

令和４年度 ５０．０％ １００．０％ 

令和５年度 ７１．４％ １００．０％ 

男性職員の育児休業については、配偶者出産休暇及び男性職員の育児参加休暇とともに、

育児休業制度についても積極的な情報提供等を行い、取得率の増加を図っていきます。 


